
 

 

 

 

  

令和８年度 

 

 

定例総会 

 

 

 
期日  令和８年５月２２日（金） 

場所 （公財）岐阜県学校給食会 

 

 

岐 阜 県 学 校 栄 養 士 会 

 

 



令和８年度 定例総会次第 
 

1３：３0～  開会 あいさつ 

 

1３：４5～1４：２０ 総会 資格確認 

議長及び書記選出 

報告及び議事 

１）令和７年度事業報告 

２）令和７年度決算及び監査報告 

３）令和８年度事業計画 

４）令和８年度予算案 

５）役員選出 

６）常任委員選出 

７）その他 

 

1４：２０～15：３0 研修会 

 １）「令和７年度学校給食献立・食育実践発表会について」 

笠松町立下羽栗小学校    栄養教諭  鈴木 花奈 先生 

        七宗町立七宗小学校   学校栄養職員  奥村 幹予 先生 

 2)「令和７年度中学生学校給食選手権について」 

  高山市立荘川さくら学園   栄養教諭  長谷 志帆 先生 

                              3)今年度の岐阜県学校給食会事業について 

（公財）岐阜県学校給食会食育専門員  臼田 典子 先生 

 

15：30～15：4５ 事務連絡 

 

15：５０  閉会 



令和７年度 事業報告 

 

期 日 場 所 事 業 名 内  容 

R７. 

５.１６(金) 

公益財団法人 

岐阜県学校給食会 

（WEB） 

総会及び研修会 

令和７年度 総会 

  来賓 （公財）岐阜県学校給食会  

理事長   永冶 友見 様 

令和７年度 研修会 

１．「令和６年度学校給食献立・ 

食育実践発表会について」 

御嵩町立向陽中学校 栄養教諭 恵   恵美先生 

下呂市立萩原小学校 栄養教諭 柿ヶ野友恵先生 

２．「令和６年度中学生学校給食選手権について」 

瑞穂市立本田小学校 栄養教諭 村上 直江先生 

３．「今年度の岐阜県学校給食会の事業について」 

 （公財）岐阜県学校給食会  

    食育専門員 臼田 典子 先生 

同上 同上 
第１回 

常任委員会 
年間計画など 

R７. 

７．３１（木） 

公益財団法人 

岐阜県学校給食会 

（集合とWEB（地区会

場）のハイブリット） 

実務講習会 

講演  「学校で進める食に関する指導の基本 

～全体計画と授業構想を中心に～」 

学校法人東筑紫学園 九州栄養福祉大学 

こども教育学部 こども教育学科 

学部・学科長 教授 脇田 哲郎 先生 

演習  「学級活動で進める食に関する指導」 

実践交流 

同上 同上 
第２回 

常任委員会 
事業計画など 

R７. 

１０.２９（水） 

公益財団法人 

岐阜県学校給食会 

（講演会のみ 

ハイブリット） 

調理実技講習会 

及び講演会 

調理実技講習 「北海道海産物を使った料理」 

割烹料理 うを仁   臼井 規郎 先生 

講演 「北海道の水産を通して日本の 

漁業を学ぼう」 

北海道漁業協同組合連合会 西尾 快 先生 

同上 同上 
第３回 

常任委員会 
事務連絡など 

R８. 

３.７（土) 

公益財団法人 

岐阜県学校給食会 

第４回 

常任委員会 
令和７年度事業反省、令和８年度事業計画など 

 



期日 場所 事業名 内　　　　容

(株)F-FACTORY

関工場

美濃酪農農業協同組合連合会　

ひるがの北濃牛乳工場

郡上市高鷲

学校給食センター

衛生管理研究会 衛生管理の点検及び研究討議

研修会 研究のまとめと次年度に向けて

　顧問校長　可児市立中部中学校校長　笠嶋 誠 先生

調理実習

「おいしい給食を～豆（レンズ豆）から鉄を～」

研修会 講演

「給食は生きた食材

　　　　　～今一度いっしょに考えてみましょう」

講師　伊藤 裕子 先生

8月5日
（火）

高山市立
荘川さくら

学園
研修会

荘川さくら学園及び調理場の見学
試食会について交流

7月22日
(火)

10月9日
（木）

研修会 ICTを活用した指導の交流と資料作成

7月28日
(月)

衛生管理の点検及び研究討議

7月28日
（月）

大垣市
スイトピア
センター

夏期研修会
調理実技講習「作ってみよう！手軽なフランス料理」
　講師　岐阜県調理師連合会会長
　　　　　　      　大脇 房夫 先生

9月 3施設 衛生管理研究会 衛生管理面の点検・研究討議

2月6日
（金）

大垣市
スイトピア
センター

研究交流会
研究説明
意見交流（グループ及び全体）
　指導講評　西濃教育事務所　山田 雄一朗 先生

7月30日
（火）

10月20日
（月）

衛生管理研究会

飛
騨
ブ
ロ
ッ

ク

令和７年度　　各ブロック事業報告

岐
阜
市
・
岐
阜
地
区

西
濃
ブ
ロ
ッ

ク

美
濃
ブ
ロ
ッ

ク

可
茂
ブ
ロ
ッ

ク

東
濃
ブ
ロ
ッ

ク

瑞浪市保健セ
ンター

美濃加茂市
学校給食
センター

可児市学校給
食センター

7月30日
(水)

岐阜県学校給
食会

岐阜市・
岐阜地区
合同夏季
研修会

調理実技講習「おすすめの給食メニュー」
　講師：岐阜女子大学家政学部　和田 玲子 先生

講話「食物アレルギーについて」
　講師：岐阜県総合医療センター　金子 英雄 医師

夏季研修会 食品加工工場の見学



令和７年度　 収 支 決 算 書

自 2025年４月　１日

至 2026年３月３１日

収入の部 (円）

科        目 予   算    額 決   算   額 過   不   足 摘         要

会         費 1,719,000 1,719,000 0
11,000円×154名
5,000円×5人

新  入  会  費 6,000 6,000 0 1,500円×4名

研    究    費 200,000 200,000 0 岐阜県学校給食会より

雑    収    入 39 0 △ 39

利　　　　　息 0 2,071 2,071

繰   越    金 991,161 991,161 0

合        計 2,916,200 2,918,232 2,032



支出の部 (円）

款 項

70,000 5,574 △ 64,426

総会冊子印刷代

講師謝礼

講師交通費 3,374

食  糧  費

会  場  費 2,200

5,574

全国研修大会等派遣費 350,000 362,660 ▲ 12,660

会議費

旅費 362,660

362,660

実務講習会 350,000 53,730 △ 296,270

謝礼・資料費 50,550

食  糧  費

会　場  費 3,180

130,000 76,117 △ 53,883

謝礼・資料費 40,908

食  糧  費 35,209

会　場  費

76,117

100,000 122,650 122,650 ▲ 22,650

930,000 930,550 ▲ 550
負  担  金 924,000 6,000円×154名

新 入 会 費 6,000 1,500円×4名

負担金振込料 550

930,550

1,930,000 1,551,281 1,551,281 △ 378,719

(公社)
全国学校栄養士協議会会費

小        計

ホームページ作成費

科    目

総  会  費

摘    要
決  算  額

予 算 額 過 不 足

調理実技及び研修会



(円）

款 項

229,000 230,870 ▲ 1,870
1,000円×159名＋
10,000円×7地区

岐阜市ブロック 38,220 手数料220

岐阜ブロック 46,220 手数料220

西濃ブロック 32,220 手数料220

美濃ブロック 23,330 手数料330

可茂ブロック 39,220 手数料330

東濃ブロック 28,330 手数料220

飛騨ブロック 23,330 手数料330

230,870

会　　議   費 300,000 267,880 △ 32,120

旅  費 255,390

会 議 費 12,490

267,880

 

345,000 12,223 △ 332,777

通  信  費 4,518

事 務 用 品 費 7,705

12,223

112,200 0 △ 112,200

0

986,200 510,973 510,973 △ 475,227

2,916,200 2,062,254 2,062,254 △ 853,946

収 入 金 2,918,232

支 出 金 2,062,254

繰 越 金 855,978

決  算  額
過 不 足

予  備  費

小        計

摘   要

ブロック助成金

事   務   費

科    目 予 算 額





月 岐阜県学校栄養士会 (公社)全国学校栄養士協議会
参　考

(国・県・県給食会・小中研の行事）

4 28　新採研(新規・任用替)(県)web

5 22  総会(web) 7 6年目研(県)

4 中堅研(県）

6 11.12  都道府県代表者会及び総会 10 栄養教諭･学校栄養職員研修会(県)

6 第21回食育推進全国大会
　　　　　　　　(栃木県宇都宮市）

7 17・18　学校給食夏季講習会(web)

28.29　第3回全国学校給食・栄養教諭等
　　研究協議大会(熊本県)

31　食育セミナー①(県給食会)

8 3　実務講習会(web) （　）学校給食パン実技講習会

4  学校給食献立・食育実践発表会
                 (献立提出期限)

（　）夏季ゼミ（小中研）

21　県立特別支援学校栄養教諭研修会
（県）

9
11 私が考えた学校給食メニュー
　　　　　　コンクール募集締切

10

(　) 調理実技及び研修会
　　(県学校給食会　午後web)

2～4　食育推進講習会
        データ解析・論文コース

（　）６年目研（県）

31 ふれあい給食教室（県給食会）

11
14.15 食育推進講習会(web)
                 一般コース

14 食育セミナー②(県給食会)

 

12 9 　12年目までの養教・栄教研(県)

 ( )　中学生学校給食選手権（県）

1 24～30 学校給食週間

2 20 食育セミナー③(県給食会)

 

3 4・5 都道府県代表者会

令和8年度 　事業計画(案)



自 2026年４月  １日

至 2027年３月３１日

収入の部

科      目 予   算   額 摘　　要

会         費 1,655,000
11,000円×149名
 5,000円×  2名
 6,000円×  1名

新  入  会  費 13,500 1,500円×9名

研　　究　　費 200,000 岐阜県学校給食会より

雑　　収　　入 22

繰   越    金 855,978

合        計 2,724,500

令　和　８　年　 度　予　算　書  (案）



支出の部

50,000

 全国研修大会等派遣費 400,000

 調理実技及び研修会 180,000

 実務講習会 200,000

　　　　

 ホームページ作成費 200,000

(公)学校栄養士協議会会費 913,500
6,000円×150名
新規1,500円×9名

 ブロック助成金 224,000
1,000円×151名
10,000円×７ブロック
振込手数料3000円

 会  議  費 300,000

 事  務  費 150,000

 予  備  費 107,000

2,724,500

科      目 予  算  額 摘    要

 総  会  費

合        計



【本部役員】

役　職 氏　　名 所　属　校

会　長

書　記

会　計

都道府県代表

顧問

【常任委員】

ブロック

岐阜市

岐阜ブロック

西濃ブロック

美濃ブロック

可茂ブロック

東濃ブロック

飛騨ブロック

令和８年度　役　員　名　簿

副会長（３）

監事（２）



岐阜県学校栄養士会会則 

 

第１章 総 則 

 第１条  本会は、岐阜県学校栄養士会という。 

 第２条  本会は、事務所を当該年度会長の勤務施設におく。 

 

第２章 目的及び事業 

 第３条  本会は、学校給食における健康教育を積極的に推進するため、食に関する指導並びに給食 

管理の充実を図るとともに、安全・安心な学校給食を提供するよう努める。あわせて会員相

互の研修を行い資質の向上を図ることを目的とする。 

 第４条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

    １．学校給食の啓発、発展に関する事項 

    ２．児童生徒の食に関する指導及び栄養管理・衛生管理に関する事項 

    ３．会員の資質向上のための研修 

    ４．その他、本会の目的達成のために必要な事項 

    ５．公益社団法人全国学校栄養士協議会の活動、事業に関すること 

 

第３章  組 織 

 第５条  本会は、岐阜県内の学校もしくは教育関係に在籍する栄養教諭及び学校栄養職員、栄養士 

をもって組織する。 

 

第４章  役員及びその任務 

 第６条  本会に次の役員をおく。 

      会長 １名  副会長 ３ 名  書記 1名  会計 １名 

      監事 ２名  常任委員（選考委員） ７ 名   

  第７条  会長は、選考委員において推薦し総会において決定する。 

         副会長、書記、会計、監事は会長が委嘱する。 

      常任委員は、各地区から互選された代表者とする。 

     公益社団法人全国学校栄養士協議会の都道府県代表者は会長が委嘱する。 

第８条  会長は、会を代表し会務を統括する。 

     副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

     書記は、会務を記録する。 

     会計は、会計事務を処理する。 

     監事は、会計及び会務を監査する。 

     常任委員は、第１４条に定める任に当たる。 

     常任委員は、選考委員として、次年度の会長を推薦する。 

第９条  役員の任期は、１年とする。但し再任を妨げない。 

役員に欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

役員は、任期を満了しても後任者が就任するまでその任務を行う。 



 第 10条   本会に、顧問を置くことができる。 

      顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱する。 

      顧問は、必要により会長の詻問に応じ、要請により各種の会議に参画する。 

  

第５章  会 議 

 第 11条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 

 第 12 条 総会は、本会の決議機関で全会員により構成し、毎年１回会長が召集する。ただし、会長

は必要に応じて臨時総会を召集することができる。 

 第 13条 総会は、次の事項を議決する。 

    １．会則の決定及び変更 

    ２．事業計画及び収支予算の承認 

    ３．事業報告及び収支決算の承認 

    ４．役員の選出 

    ５．その他、役員会において必要と認めた事項 

 第 14 条 役員会は、本会の執行機関で、本会役員をもって構成し、随時会長が召集し、次のことを

審議する。 

    １．総会の議決した事項の執行に関すること。 

    ２．総会に付議すべき事項に関すること。 

    ３．その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。 

 第 15条 会議は、構成員の２分の１以上の出席をもって成立し、過半数の同意を持って議決する。 

 

第６章 会 計 

 第 16条 本会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。 

    １．会費 

    ２．補助金及び助成金 

    ３．その他の雑収入金 

 第 17条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第７章 雑 則 

 第 18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は総会及び役員会にて定める。 

 

 

附 則 

本会の会則は、令和８年５月２２日より施行する。 

  


